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介護電子請求受付システムの変更内容 

 介護保険資格確認等 WEBサービスに係るリリース対応 

 対応内容について 

令和 8 年 4 月に、多様な主体が協同して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステムを深化／推進

するため、自治体、利用者、介護事業所及び医療機関等が介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤（以

後、介護情報基盤と表記）の稼動が予定されています。 

 

介護事業所においては、介護情報基盤の利用にあたり「介護保険資格確認等 WEB サービス」にログインし

ます。 

介護保険資格確認等 WEB サービスの本稼動に向けた対応として、介護電子請求受付システムの令和 8

年 3 月リリースでは以下の対応を行いました。 

 

⚫ 請求及び受領に関する届出の原則電子化 

⚫ モバイル端末対応 

⚫ 動作保証対象 OS の拡大 

⚫ 他システムに係る見直し 

⚫ その他：既存証明書の発行手数料変更 

※ 本案件は、令和 7 年 12 月 22 日にリリース済みです。 

事業所の介護保険証明書の発行手数料について、令和 8 年 4 月 1 日以降の発行申請分から価

格改定が行われるよう制御しているため、改めて周知します。 

 

介護電子請求受付システムにおける変更点の概要は、[介護保険資格確認等 WEB サービス対応に伴う変

更点]に示す通りです。 

  

別添 
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[介護保険資格確認等 WEB サービス対応に伴う変更点] 

No. 項目 変更点 関連する項番 

1 請求及び受領に 

関する届出の 

原則電子化 

（新規機能の開発） 

請求及び受領に関する届出（新設及び変更）を行う

機能を追加。 

1.2.1. 請求及び受領

に関する届出機能の追

加 

2 モバイル端末対応 

（新規機能の開発） 

電子請求受付システムの一部機能について、モバイ

ル端末にて利用できるよう画面等を追加。 

1.2.3. 動作保証 OS、

ブラウザ及びモバイル

端末用機能の追加 

3 動作保証対象 OS の

拡大 

（既存機能の改修） 

電子請求受付システムの一部機能について、macOS

にて利用できるよう対応。 

1.2.3. 動作保証 OS、

ブラウザ及びモバイル

端末用機能の追加 

4 他システムに係る 

見直し 

（既存機能の改修） 

他システムに係る変更に伴い、以下の画面等を見直

し。 

 ・【ＦＡＱ】画面（ログイン前） 

 ・ワンタイムパスワード発行通知 

 ・セキュリティ用メールアドレス設定申請受領通知 

1.2.4. 他システムに係

る機能の変更 

5 その他：既存証明書

の発行手数料変更 

（既存機能の改修） 

事業所の介護保険証明書の発行手数料を表示する

画面等にて、価格改定後の発行手数料を表示するよ

う変更。 

1.2.2. 介護保険証明

書発行手数料の減額

に係る機能の変更 
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 介護電子請求受付システムの対応 

1.2.1.  請求及び受領に関する届出機能の追加 

（1）処理フロー 

請求及び受領に関する届出に関連する処理フローは以下の通りです。 

 

○請求及び受領に関する届出の処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

請求及び受領に関する届出（新設及び変更）を行うための

画面等を追加しました。 

 

あわせて、過去に電子請求受付システムから届出を行った

内容を確認するための画面（【請求及び受領に関する届出

内容確認】画面）及び現在有効な届出情報を確認するため

の画面（【請求及び受領に関する届出登録内容確認】画面）

を追加しました。 

既存画面のレイアウトを基に請求

及び受領に関する届出用に見

直しを行いました。 

 【お知らせ一覧】画面（ログイン後）

に、請求及び受領に関する届が未

提出の新規事業所に対して、メッセ

ージを表示するよう変更しました。 

 

また、【ユーザ情報変更】画面に、請

求及び受領に関する届出を行うた

めのメニューを追加しました。 
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（2）画面等イメージ 

請求及び受領に関する届出に関連する画面等イメージは以下の通りです。 

 

○【お知らせ一覧】画面（ログイン後かつ請求及び受領に関する届出を行っていない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【ユーザ情報変更】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

請求及び受領に関する届出を行っていない新

規事業所に対して、メッセージを表示します。 

 

また、メッセージについては、国保連合会にて

変更される場合があります。 

請求及び受領に関する届出を行うための[請求及び

受領に関する届出]を追加しました。 
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○【請求及び受領に関する届出】画面 
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○【請求及び受領に関する届出入力】画面（新設の場合）（上部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【請求及び受領に関する届出入力】画面（新設の場合）（下部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《代理請求》欄の[？]ボタンをクリックした際に表示される補

足事項は以下の通りです。（新設の場合） 

《旧事業所番号との支払合算》欄

の表示／非表示については、国

保連合会にて変更される場合が

あります。 

 

※ 【請求及び受領に関する届出

入力】画面（変更の場合）、

【送信確認】画面（請求及び受

領に関する届出（新設）の場

合）及び【送信確認】画面（請

求及び受領に関する届出（変

更）の場合）も同様。 

 《添付ファイル》 欄及び

《備考》欄の補足事項に

ついては、国保連合会に

て変更される場合がありま

す。 

 

※ 【請求及び受領に関

する届出入力】画面

（ 変 更 の 場 合 ） も 同

様。 

メッセージ及びダウンロードファイルに

ついては、国保連合会にて変更される

場合があります。 

届出の運用は国保連合会毎に異なる

ため、国保連合会が作成したマニュア

ル等を[ダウンロード]ボタンをクリックす

ることにより、ダウンロードすることがで

きます。 

なお、国保連合会においてマニュアル

等を設定していない場合、[ダウンロー

ド]ボタンは表示されません。 

 

※ 【請求及び受領に関する届出入

力】画面（変更の場合）も同様。 

《請求方法》欄の選択項目について

は、国保連合会にて変更される場合が

あります。 

 

※ 【請求及び受領に関する届出入

力】画面（変更の場合）も同様。 

《振込先》欄の[？]ボタンをクリックした際に表

示される補足事項は以下の通りです。 
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○【請求及び受領に関する届出入力】画面（変更の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《電話番号》欄の[？]ボタンをクリックした

際に表示される補足事項は以下の通り

です。 

《FAX 番号》欄の[？]ボタンをクリックした

際に表示される補足事項は以下の通り

です。 

《代理請求》欄の[？]ボタンをクリックした際に表示され

る補足事項は以下の通りです。（変更の場合） 

《請求先》欄の表示／非表示について

は、国保連合会にて変更される場合が

あります。 

 

※ 【送信確認】画面（請求及び受領に

関する届出（変更）の場合）も同様。 
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○【送信確認】画面（請求及び受領に関する届出（新設）の場合） 
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○【送信確認】画面（請求及び受領に関する届出（変更）の場合） 
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○【処理終了】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○請求及び受領に関する届出受領通知（お知らせ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○請求及び受領に関する届出結果通知（お知らせ）（受理の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メッセージについては国保連合会にて変更され

る場合があります。 

タイトル：請求及び受領に関する届出受領通知 
 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

以下の請求及び受領に関する届出を受け付けました。 
 
国保連合会による確認が完了すると、請求及び受領に関する届出 
結果通知が 
お知らせ画面に届きますので、しばらくお待ちください。 
 
[届出日時] 
2026 年 04 月 10 日 12 時 00 分 
 
[問い合わせ先] 
ヘルプデスク：0570-059-402  
 
本お知らせはシステムが自動的に送信しております。 

タイトル： 請求及び受領に関する届出結果通知 
 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

以下の請求及び受領に関する届出が受理されました。 
 
[届出日時] 
2026 年 04 月 10 日 12 時 00 分 
 
[問い合わせ先] 
ヘルプデスク：0570-059-402 
 
本お知らせはシステムが自動的に送信しております。 
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○【請求及び受領に関する届出内容確認】画面（却下の場合） 
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○【請求及び受領に関する届出登録内容確認】画面 
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（3）請求及び受領に関する届出入力方法（新設時） 

請求及び受領に関する届出（新設）を行う手順は以下の通りです。 

 

1. 電子請求受付システムにログインし、《メイン

メニュー》より［ユーザ情報変更］ボタンをクリ

ックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 【ユーザ情報変更】画面が表示されるので、

[請求及び受領に関する届出]の ○ をクリッ

クし、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 【請求及び受領に関する届出】画面が表示さ

れるので、[請求及び受領に関する届出を行

う]の ○ をクリックし、[次へ]ボタンをクリック

します。 
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4. 【請求及び受領に関する届出入力】画面が

表示されるので、届出を行う内容を入力しま

す。 

入力項目については、所在の国保連合会が

指定する記入例等を確認し、入力します。 

 

内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。 

 

※ 【請求及び受領に関する届出入力】画面

には、記入例として、国保連合会が任意

のマニュアルを設定している場合があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 【送信確認】画面が表示されるので、内容を

確認し、[送信]ボタンをクリックします。 
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6. 【処理終了】画面が表示されるので、[終了]

ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

7. 【請求及び受領に関する届出】画面が表示さ

れ、《状況》欄に[届出中]と表示されます。 

 

※ 事業所による請求及び受領に関する届

出後、国保連合会での審査が必要となり

ます。 
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（4）請求及び受領に関する届出入力方法（変更時） 

請求及び受領に関する届出（変更）を行う手順は以下の通りです。 

 

1. 《メインメニュー》より［ユーザ情報変更］ボタン

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 【ユーザ情報変更】画面が表示されるので、

[請求及び受領に関する届出]の ○ をクリッ

クし、[次へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 【請求及び受領に関する届出】画面が表示さ

れるので、[請求及び受領に関する届出を行

う]の ○ をクリックし、[次へ]ボタンをクリック

します。 
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4. 【請求及び受領に関する届出入力】画面が

表示されるので、《届出理由》欄から対象項

目の □ をクリックし、チェックを入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. [手順 4.]でチェックした届出理由に応じて、

入力項目が表示されるので、変更する内容

を入力します。 

入力項目については、所在の国保連合会が

指定する記入例等を確認し、入力します。 

 

内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。 

 

※ 【請求及び受領に関する届出入力】画面

には、記入例として、国保連合会が任意

のマニュアルを設定している場合があり

ます。 
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6. 【送信確認】画面が表示されるので、内容を

確認し、[送信]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 【処理終了】画面が表示されるので、[終了]

ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

8. 【請求及び受領に関する届出】画面が表示さ

れ、《状況》欄に[届出中]と表示されます。 

 

※ 事業所による請求及び受領に関する届

出後、国保連合会での審査が必要となり

ます。 
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（5）事業所による委任状への押印見直しについて 

現在の運用では、事業所が請求業務を第三者の代理人に委任する場合、委任状（委任を解除する場

合、代理請求解除届）への記入及び押印を必要としています。 

また、委任状及び代理請求解除届の押印に使用する印鑑は、「[介護給付費等の請求及び受領に関す

る届]に押印した印鑑を使用すること」とし、押印した印鑑の比較により、書類の真正性を確認する運用とし

ています。 

 

本リリースにて、請求及び受領に関する届出を電子化することに伴い、押印した印鑑の比較による確認

ができなくなるため、事業所が請求及び受領に関する届出機能を利用して「代理請求の変更」の届出を行

い、書類の真正性を確認することで代替とします。 

運用イメージは[請求及び受領に関する届出電子化に伴う委任状の運用変更点]の通りです。下線で示

す運用が変更となります。 

 

[請求及び受領に関する届出電子化に伴う委任状の運用変更点] 

No. ユーザ 作業内容 

1 代理人 電子請求受

付システム 

委任事業所に係る代理人情報申請を行う。 

書類（郵送） 出力した委任状、または代理請求解除届を事業所に引き渡す。 

2 事業所 書類（記入） 代理人から受け取った委任状、または代理請求解除届に記入及び押

印する。押印に使用する印鑑は、以下のいずれかとする。 

・法人の場合、社印 

・法人以外の場合、開設者の実印 

 

あわせて、事業所の介護給付費等から証明書発行手数料を控除する

ことに同意する場合、記入及び押印する。（委任状のみ） 

電子請求受

付システム 

委任状、または代理請求解除届の記載内容を参考に、請求及び受領

に関する届出を行う。 

書類（郵送） 記入した委任状、または代理請求解除届を代理人に引き渡す。 

3 代理人 書類（郵送） 委任状、または代理請求解除届を含む代理人申請の申請書類をまと

め、国保連合会に提出する。 
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○事業所による委任状への押印見直しについて 

 

《委任状》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《事業所の入力画面》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業所は、委任状、または代理

請求解除届の記載内容を参考

に入力し、届出を行います。 

○○○国保市国保町１-１-１ 
 

△△△法人 □□□会 

事業所 一郎 

○○○国保市国保町１-１-１ 
 

△△△法人 □□□会 

事業所 一郎 

 

事業所は、委任状、または代理請求解除届に記入及び押印し

ます。押印に使用する印鑑は以下の通りです。 

・法人の場合、社印 

・法人以外の場合、開設者の実印 

 

なお、下部の記入欄は、事業所の介護給付費等から証明書発

行手数料を控除することに同意する場合のみ、記入及び押印し

ます。（委任状のみ） 

印 

印 
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1.2.2.  介護保険証明書発行手数料の減額に係る機能の変更 

（1）画面等イメージ 

令和 8 年 4 月 1 日以降の発行申請される事業所の介護保険証明書について、以下[証明書発行手数

料の設定箇所]の《証明書発行手数料が表示される項目》欄に示す項目に価格改定後の発行手数料が表

示されますが、画面及び帳票レイアウト自体の変更はありません。 

 

なお、本案件は令和 7 年 12 月 22 日にリリース済みとなりますが、上述の通り令和 8 年 4 月 1 日以降の

発行申請分から価格改定が行われるよう制御しているため、証明書発行手数料が表示される画面等を改め

て示しています。 

 

[証明書発行手数料の設定箇所] 

No. 種別 名称 証明書発行手数料が表示される項目 

1 画面 証明書 発行手数料残高 

2 送信確認（証明書） 発行手数料 

3 帳票 見積書 価格、合計価格 

4 請求書 価格、合計価格、10％対象、内消費税額等 

 

 

証明書発行手数料が表示される画面等イメージは以下の通りです。 

 

○【証明書】画面 
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○請求書（PDF） 
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1.2.3.  動作保証 OS、ブラウザ及びモバイル端末用機能の追加 

（1）動作環境 

本リリース以降の電子請求受付システムの動作環境については以下の通りです。 

パソコン版及びモバイル版において、下線で示す OS 及びブラウザが動作環境として追加されました。 

動作環境の詳細については、本リリース後の【動作環境】画面にて確認をお願いします。 

 

[令和 8 年 3 月リリース後の電子請求受付システム（パソコン版）の動作環境] 

カテゴリ 動作環境 

OS ・Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise 

・Apple macOS 15 / 26 （※） 

（日本語版のみ） 

ブラウザ 【Windows の場合】 

・Microsoft Edge 

・Google Chrome 

【macOS の場合】 

・Safari 

・Google Chrome 

※ macOS では、請求情報の送信・照会、通知文書の取得及びマニュアルの参照に関連する機能は利用できま

せん。 

また、利用可能な機能の画面レイアウトについては、Windows 利用時と同じレイアウトとなります。 

 

[令和 8 年 3 月リリース後の電子請求受付システム（モバイル版）の動作環境] 

カテゴリ 動作環境 

OS ・iOS 18 / 26 

・iPadOS 18 / 26 

・Android 13 / 14 / 15 / 16 

ブラウザ 【iOS / iPadOS の場合】 

Safari 

【Android の場合】 

Google Chrome 
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（2）処理フロー 

電子請求受付システム（モバイル版）に関連する処理フローは以下の通りです。 

 

○モバイル端末の処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電子請求受付システム（モバイル版）の各画面を追加しました。 

 

【電子請求受付システム モバイル窓口】画面にアクセスするため

の URL は、パソコン版の【電子請求受付システム 総合窓口】画

面と同じ[ https://www.e-seikyuu.jp ]とし、モバイル端末からアク

セスした場合、自動的に【電子請求受付システム モバイル窓口】

画面を表示します。 
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（3）画面イメージ 

電子請求受付システム（モバイル版）に関連する画面イメージは以下の通りです。 

 

○【電子請求受付システム モバイル窓口】画面       ○【動作環境】画面 
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○【ご利用方法】画面                     ○【お問い合わせ】画面 
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○【ログイン】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情報及び警告の一部はモーダルウィンドウで表示します。 

画面イメージは以下の通りです。 

 

※ 【パスワード設定】画面及び【証明書ダウンロード】画面も

同様。 
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○【利用規約】画面                         ○【パスワード設定】画面 
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○【メニュー選択】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

右上のメニューをタップすると、以下のメニューを展開します。 

[ログアウト]ボタンをタップすると、電子請求受付システムから

ログアウトします。 
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○【証明書ダウンロード】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【証明書ダウンロード】画面 

 （有効な証明書が存在しない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

右上のメニューをタップすると、以下のメニューを展開し

ます。 

[メニュー選択]ボタンをタップすると、【メニュー選択】画

面を表示し、[ログアウト]ボタンをタップすると、電子請

求受付システムからログアウトします。 
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（4）初回ログイン方法 

介護電子請求受付システム（モバイル版）に初回ログインする手順は以下の通りです。 

 

1. モバイル端末で、介護電子請求受付システ

ム（モバイル版）( https://www.e-seikyuu.jp )

にアクセスします。 

【電子請求受付システム モバイル窓口】画

面が表示されるので、[介護事業所の方はこ

ちら]をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 【ログイン】画面が表示されるので、[ユーザ

ID]及び[パスワード]を入力し、[ログイン]をタ

ップします。 
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3. 【利用規約】画面が表示されます。 

[介護電子請求受付システム 利用規約]が表

示されるので、最後までスクロールして内容

を確認し、同意する場合、[利用規約に同意

して次へ]をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 【パスワード設定】画面が表示されるので、

《新しいパスワード》欄に新しく考えたパスワ

ードを入力し、確認のためにもう一度《新しい

パスワード(確認用)》欄に入力し、[設定]をタ

ップします。 
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5. [新しいパスワードの設定を完了しました。]と

表示されるので、[確認]をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 【メニュー選択】画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 / 36 

 

（5）電子証明書ダウンロード方法 

介護電子請求受付システム（モバイル版）で証明書をダウンロードする手順は以下の通りです。 

 

1. モバイル端末で、介護電子請求受付システ

ム（モバイル版）にアクセスし、【メニュー選

択】画面より[証明書ダウンロード]をタップしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 【証明書ダウンロード】画面が表示されるの

で、ダウンロードする証明書の[ダウンロード]

をタップします。 

 

3. ご利用の OS が指定する手順で、モバイル端

末にダウンロードした証明書をインストールし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 / 36 

 

1.2.4.  他システムに係る機能の変更 

他システムの稼動等に伴い、電子請求受付システムの画面、メール文例及びお知らせ文例を変更しま

した。 

変更点及び画面等イメージは以下の通りです。 

 

⚫ 【ＦＡＱ】画面（ログイン前） 

・ 《共通ログインサポート窓口（LIFE 等）》欄の記載を削除。 

・ 介護情報基盤ポータルサイトのお問い合わせ先として、《介護情報基盤ポータルサイト》欄を追

加。 

⚫ メール文例 

[ワンタイムパスワード発行通知]及び[セキュリティ用メールアドレス設定審査結果通知]のメール内

のお問い合わせ先を変更。 

⚫ お知らせ文例 

[セキュリティ用メールアドレス設定申請受領通知]、[セキュリティ用メールアドレス設定申請取下げ

通知]及び[セキュリティ用メールアドレス設定審査結果通知]のお知らせ内のお問い合わせ先を変

更。 

また、[セキュリティ用メールアドレス設定申請受領通知]について、文面を変更。 

 

○【ＦＡＱ】画面（ログイン前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護情報基盤ポータルサイトのお

問い合わせ先として、《介護情報

基盤ポータルサイト》欄を追加し、

URL を表示するよう対応しました。 

《共通ログインサポート窓口（LIFE

等）》欄の記載を削除しました。 
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○ワンタイムパスワード発行通知（メール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○セキュリティ用メールアドレス設定申請受領通知（お知らせ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル： ワンタイムパスワード発行通知（LIFE） 
 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

科学的介護情報システム（LIFE）のワンタイムパスワードが発行さ
れました。 
 
[ワンタイムパスワード] 
999999 
 
ワンタイムパスワードの有効期間は 30 分です。 
メール内容に心当たりがない場合、このメールは破棄するようお願
いします。 
 
[問い合わせ先] 
介護情報基盤ポータル： 
https://www.kaigo-kiban-portal.jp/inquiry/input 
 
 
本メールはシステムが自動的に送信しております。 
本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答できません
ので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 
 

[問い合わせ先]の記載を変更しました。 

[セキュリティ用メールアドレス設定審査結果通

知]についても、同様の記載に変更しました。 

タイトル： セキュリティ用メールアドレス設定申請受領通知 
 
本文： 介護電子請求受付システムからのお知らせです。 

以下のセキュリティ用メールアドレス設定申請を受け付けました。 
 
システムにおいて確認が完了すると、セキュリティ用メールアドレス
設定審査結果通知がお知らせ画面に届きますので、しばらくお待ち
ください。 
 
[セキュリティ用メールアドレス] 
mailforsecurity-001@jp 
 
[問い合わせ先] 
介護情報基盤ポータル： 
https://www.kaigo-kiban-portal.jp/inquiry/input 
 
 
本お知らせはシステムが自動的に送信しております。 
 

[問い合わせ先]の記載を変更しました。 

[セキュリティ用メールアドレス設定申請取下

げ通知]及び[セキュリティ用メールアドレス設

定審査結果通知]についても、同様の記載に

変更しました。 

メール文面を変更しました。 


